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１．水道事業の経営主体について

○ 水道法において、水道事業の経営主体は原則市町村としている

が、当該市町村の同意を得た場合は市町村以外の者（都道府県、

民間事業者等）も水道事業を経営することができる。

（参考）日本国内において、計画給水人口が５千人を超える民営水道は９事業存在する。

所在地 事業主体名 給水開始年月

１ 栃木県 藤和那須ハイランド水道 昭和44年5月

２ 長野県 東洋観光事業㈱ 平成7年4月

３ 長野県 ㈱蓼科ビレッジ 昭和 49 年 10 月

４ 長野県 ㈱三井の森 昭和 51 年 6 月

５ 長野県 東急不動産㈱ 昭和 63 年 3 月

６ 長野県 鹿島リゾート㈱ 平成 8年 7月

７ 長野県 ㈱八ヶ岳高原ロッジ 昭和 54 年 4 月

８ 静岡県 ㈱ＩＣＰ 昭和38年6月

９ 静岡県 伊豆急行㈱ 昭和38年12月

水道法（昭和 32 年法律第 177 号）抜粋

（事業の認可及び経営主体）

第六条 水道事業を経営しようとする者は、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

２ 水道事業は、原則として市町村が経営するものとし、市町村以外の者は、給水しようと

する区域をその区域に含む市町村の同意を得た場合に限り、水道事業を経営することがで

きるものとする。

（出典：「平成 23 年度 水道統計」㈳日本水道協会）
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２．水道事業における官民連携について

①個別委託（従来型業務委託）

②第三者委託

③ＰＦＩ(Private Finance Initiative)

④公共施設等運営権制度（コンセッション方式）

⑤完全民営化

・民間事業者のノウハウ等の活用が効果的な業務についての民間委託。

・施設設計、水質検査、施設保守点検、メーター検針、窓口・受付業務など多

岐にわたる。

・業務委託の内容は様々であるが、ほとんどの水道事業者において実施。

・近年は広範な業務を対象とした委託（いわゆる包括委託）も行われている。

・浄水場の運転管理業務等の水道の管理に関する技術上の業務について、水道

法上の責任を含め委託するもの。

・平成13年の水道法改正により創設、平成14年4月から施行されている制度。

・契約期間は3～5年程度とすることが多い。

・第三者委託の導入例は年々増加しており、平成24年4月現在、145の水道事業

で導入。

・公共施設の設計、建設、維持管理、修繕等の業務全般を一体的に行うものを

対象とし、民間事業者の資金とノウハウを活用して包括的に実施する委託業

務。

・日本の水道事業者での導入事例は11事例（その他に1事業で予定中）。いずれ

も公共が民間事業者に一定のサービス対価を支払う「サービス購入型」に分

類される。

・水道資産を地方公共団体が所有し、地方公共団体と民間事業者の契約により、

民間事業者が水道事業の運営権を獲得する制度。

・水道事業の経営を含めたすべての業務について民間事業者が包括的に担うこ

とにより、民間事業者のノウハウや技術力が活かされる余地が大きい。

・平成23年のPFI法改正により公共施設等運営権制度が位置付けられた。

・日本の水道事業者での導入事例はない（大阪市が検討中）。

高い

低い

・水道事業を実施している地方公共団体が、民間事業者に水道資産を含めた水

道事業を譲渡し、民間事業者が資産を保有した上で水道事業を経営する方法。

・水道法上は市町村の同意を得れば民間事業者も水道事業を経営可能。

・市町村内全域の水道事業を民間事業者が経営している事例はない。

・リゾート地等において計画給水人口が５千人を超える民営水道は９事業。

公
共
の
関
与
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　　②第三者委託実施状況 第三者委託実施状況（大臣認可水道事業） H24.4.1現在      　

種別 事業体名 開始 終了
1 厚生労働大臣 上水 仙台市水道事業 財団法人仙台市水道サービス公社 給水施設 H24.4.1 H25.3.31
2 厚生労働大臣 上水 天童市水道事業 天童市管工事業協同組合 給水施設 H24.4.1 H25.3.31

3 厚生労働大臣 上水 酒田市水道事業
株式会社日本ヘルス工業山形
営業所

浄水場 H22.4.1 H25.3.31

4 厚生労働大臣 上水 会津若松市水道事業 会津若松アクアテクノ 全施設（取水、導水、浄水及び送水施設） H22.4.1 H26.3.31
5 厚生労働大臣 上水 つくば市 株式会社　東芝 記載なし H22.4.1 H25.3.31

6 厚生労働大臣 上水 太田市
株式会社　アドバンストビジネス
サービス

・渡良瀬浄水場
・利根浄水場
・新田受水場
・藪塚受水場
・牛沢受水場
・導送配水管
・給水管の一部（分水栓から量水器の一次側
まで）

H24.4.1 H29.3.31

7 厚生労働大臣 上水 館林市 株式会社　明電舎
取水施設（取水井）、集水施設（集水場）、浄
水施設（着水井、滅菌設備、配水池等）

H20.4.1 H25.3.31

8 厚生労働大臣 用水 北千葉広域水道企業団 千葉県水道局
沼南給水場から北船橋給水場に至る受委託
者の共有施設

H20.4.1
H21.3.31（特別の意思表
示がない場合は
H23.3.31まで更新）

9 厚生労働大臣 用水
印旛郡市広域市町村圏事務組
合

千葉県水道局
取水施設、導水施設、浄水施設、送・配水施
設、用地

H24.4.1 H25.3.31

10 厚生労働大臣 上水 横須賀市 横浜市
・導水施設（寒川取水ポンプ場～小雀浄水場）
・小雀浄水場（浄水施設、排水処理施設、送
配水施設、電算設備、受変電設備）

H14.7.18
実施体制に変更事由が
生じたときまで

11 厚生労働大臣 用水 神奈川県内広域水道企業団 神奈川県企業庁水道局
・取水・導水施設（寒川取水堰～寒川第３浄水
場）

H15.4.1
いずれかから異議の申
出があるまで

12 厚生労働大臣 用水 神奈川県内広域水道企業団 横浜市
・取水・導水施設（寒川取水堰～小雀浄水場）
・小雀浄水場（浄水施設及び送水施設）

H14.7.18
実施体制に変更事由が
生じたときまで

13 厚生労働大臣 用水 越前市水道事業
東芝・中央電機水道施設運転管理
業務共同体

越前市が管理する取水施設及び配水施設 H24.12.25 H28.3.31

14 厚生労働大臣 上水 高山市 株式会社高山管設備グループ 取水、浄水、配水施設 H21.4.1 H26.3.31
15 厚生労働大臣 上水 泉南市 アイテック株式会社 浄水場、配水池、ポンプ場、受水池 H20.4.1 H25.3.31

16 厚生労働大臣 上水 洲本市
日本ヘルス工業　株式会社　姫路
オフィス

洲本市五色町地区（旧五色町）の全域 H20.4.1 H23.3.31

17 厚生労働大臣 用水 淡路広域水道企業団
株式会社　ウォーターエージェン
シー　姫路営業所

洲本市五色町地区（旧五色町）の全域にある
全ての水道施設
（但し、給水装置及び管路における破裂修繕
等の維持管理業務を除く）

H24.4.1 H24.9.30

18 厚生労働大臣 用水 兵庫県水道用水供給事業 加古川市 中西条浄水場 H24.4.1 H25.3.31

19 厚生労働大臣 上水 和歌山市
クボタ環境サービス株式会社大阪
支社

有本水源地 H21.3.24 H24.3.23

20 厚生労働大臣 用水 岡山県広域水道企業団 津山市
津山第１浄水場及び津山第２浄水場（取水施
設から配水池に送水するまでの施設）

H18.4.1
H19.3.31
（自動更新）

21 厚生労働大臣 上水 呉市 広島県 呉市戸坂取水場 H17.4.1
H18.3.31
（1年ごとの自動更新）

22 厚生労働大臣 用水 広島県水道用水供給事業 広島市 高陽取水場 H17.4.1
H18.3.31
（1年ごとの自動更新）

23 厚生労働大臣 用水 広島県水道用水供給事業 呉市 宮原浄水場 H17.4.1
H18.3.31
（1年ごとの自動更新）

24 厚生労働大臣 用水 沼田川水道用水供給事業 三原市 宮浦浄水場 H17.4.1
H18.3.31
（1年ごとの自動更新）

25 厚生労働大臣 用水 沼田川水道用水供給事業 尾道市 坊士浄水場 H17.4.1
H18.3.31
（1年ごとの自動更新）

26 厚生労働大臣 上水 宇和島市上水道事業 株式会社　東芝　四国支社
柿原浄水場及び宇和島市水道局と南予水道
企業団との共同設置施設

H20.4.1 H25.3.31

27 厚生労働大臣 上水 宇和島市 株式会社　東芝　四国支社
柿原浄水場及び宇和島市水道局と南予水道
企業団との共同設置施設

H20.4.1 H25.3.31

28 厚生労働大臣 上水 四国中央市水道事業 水ｉｎｇ 株式会社 浄水場等 H23.2.1 H28.3.31

29 厚生労働大臣 上水 大牟田市水道事業
有明ウォーターマネジメント株式
会社

浄水場 H24.4.1 H39.3.31

30 厚生労働大臣 上水 飯塚市 株式会社データベース福岡営業所
・明星寺浄水場及びその関連施設
・吉北浄水場、堀池浄水場、伊岐須浄水場及
び相田浄水場の関連施設

H22.4.1 H25.3.31

31 厚生労働大臣 上水 前原市水道事業 福岡市
前原市大字瑞梅寺及び大字山北池内に築造
した導水施設及び浄水施設並びにその附帯
設備

H17.2.7
共同施設の管理に変更
事由が生じるまで

32 厚生労働大臣 用水 福岡地区水道企業団 福岡市 多々良浄水場他関連施設 H14.7.1 共同施設が存続する間

33 厚生労働大臣 用水 福岡地区水道企業団
協和機電工業　株式会社　福岡支
店

海の中道奈多海水淡水化センター、場外施設
（多々良混合施設、下原混合施設、長谷水圧
調整水槽、混合放流施設）

H18.4.1
契約内容に変更がある
まで

34 厚生労働大臣 上水 薩摩川内市
月島テクノメンテサービス株式会社
九州事業部

丸山浄水場、向鶴及び芸ノ尾配水施設 H22.4.1 H25.3.31

35 厚生労働大臣 上水 佐賀市 佐賀東部水道企業団 佐賀市諸富町配水管及び配水管附属設備 H17.10.1
H18.3.31
（1年ごとの自動更新）

36 厚生労働大臣 上水 荒尾市水道事業
有明ウォーターマネジメント株式
会社

浄水場 H24.4.1 H39.3.31

受託施設
契約期間

監督権者
水道事業者等の名称

受託者
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第三者委託実施状況（都道府県知事認可水道事業） H24.4.1現在

種別 事業体名 開始 終了
1 北海道知事 上水 稚内市水道事業 （株）稚内振興公社 取水施設、浄水施設、送配水施設 H19.4.1 H24.3.31
2 北海道知事 上水 夕張市水道事業 ゆうばり麗水(株) 取水施設、導水施設、浄水施設、送配水施設 H24.4.1 H44.3.31
3 北海道知事 上水 石狩市水道事業 （株）ジャパンウォーター 取水施設、導水施設、浄水施設、送配水施設 H20.4.1 H25.3.31
4 北海道知事 簡水 むかわ町穂別地区簡易水道事業 (有)Ｈ・Ｓ・Ｋ 取水施設、浄水場、配水池 H24.4.1 H25.3.31
5 北海道知事 簡水 むかわ町富内簡易水道事業 (有)Ｈ・Ｓ・Ｋ 取水施設、浄水場、配水池 H24.4.1 H25.3.31
6 北海道知事 上水 中標津町水道事業 （株）ジャパンウォーター 水源施設、浄水場、上水場外配水池 H24.4.1 H25.3.31
7 北海道知事 簡水 中標津町簡易水道事業 （株）ジャパンウォーター 水源施設、浄水場、上水場外配水池 H24.4.1 H25.3.31

8 岩手県知事 上水 紫波町上水道事業 ㈱明電舎盛岡営業所

片寄水系取水施設・浄水施設、大明神水系取
水施設、小山沢水系取水施設、水分水系取
水施設・浄水施設、古館水系取水施設・浄水
施設、長岡水系取水施設・浄水施設、旧佐比
内水系取水施設・浄水施設、赤沢水系取水施
設・浄水施設・送水施設

H24.4.1 H31.3.31

9 岩手県知事 上水 二戸市水道事業 水道機工㈱東北支社 浄水場、配水池、ポンプ場等 H22.4.1 H27.3.31
10 岩手県知事 簡水 御返地地区簡易水道事業 水道機工㈱東北支社 取水施設、浄水場、配水池 H22.4.1 H27.3.31
11 岩手県知事 簡水 白鳥・坂本地区簡易水道事業 水道機工㈱東北支社 取水施設、浄水場、配水池 H22.4.1 H27.3.31
12 岩手県知事 簡水 川又地区簡易水道事業 水道機工㈱東北支社 取水施設、浄水場、配水池 H22.4.1 H27.3.31
13 岩手県知事 簡水 斗米地区簡易水道事業 水道機工㈱東北支社 取水施設、浄水場、配水池 H22.4.1 H27.3.31
14 岩手県知事 簡水 紫波町舟久保簡易水道事業 ㈱明電舎盛岡営業所 舟久保水系取水施設・浄水施設 H24.4.1 H31.3.31
15 岩手県知事 簡水 田野畑簡易水道事業 大崎建設㈱ 田野畑簡易水道施設 H24.4.1 H25.3.31
16 岩手県知事 簡水 島越簡易水道事業 大崎建設㈱ 島越簡易水道施設 H24.4.1 H25.3.31
17 岩手県知事 簡水 羅賀簡易水道事業 大崎建設㈱ 羅賀簡易水道施設 H24.4.1 H25.3.31
18 岩手県知事 簡水 机簡易水道事業 大崎建設㈱ 机簡易水道施設 H24.4.1 H25.3.31
19 岩手県知事 簡水 切牛簡易水道事業 大崎建設㈱ 切牛簡易水道施設 H24.4.1 H25.3.31
20 岩手県知事 簡水 沼袋簡易水道事業 大崎建設㈱ 沼袋簡易水道施設 H24.4.1 H25.3.31
21 秋田県知事 上水 三種町水道事業 杉沢　博 山本浄水場 H24.4.1 H25.3.31
22 秋田県知事 上水 鹿角市水道事業 （株）県北環境保全センター 全ての水道施設 H24.4.1 H25.3.31
23 山形県知事 上水 河北町上水道事業 東根市上水道事業 給水管の一部 H23.3.1 H27.3.31
24 福島県知事 上水 三春町上水道事業 日本ヘルス工業（株）福島オフィス 三春浄水場他 H22.4.1 H25.3.31
25 福島県知事 簡水 三春町過足簡易水道事業 日本ヘルス工業（株）福島オフィス 過足簡易水道施設 H22.4.1 H25.3.31
26 栃木県知事 簡水 ﾋﾙﾀｳﾝさつき野共有施設等管理組合 （株）東京理水 取水、浄水施設 H14.10.1 自動更新
27 千葉県知事 上水 長門川水道企業団水道事業 ㈱ジャパンウォーター 前新田浄水場他 H22.4.1 H25.3.31
28 神奈川県知事 上水 南足柄市水道事業 東芝アクアパブリックテクノス（株） 取水・浄水場・配水池 H24.4.1 H29.3.31
29 山梨県知事 用供 峡東地域広域水道用水供給事業 （株）ジェイチーム そまぐち浄水場　他 H23.4.1 H28.3.31
30 山梨県知事 上水 甲斐市竜王上水道事業 日本ヘルス工業(株) 甲斐市竜王上水道施設 H21.4.1 H26.3.31
31 山梨県知事 上水 甲斐市双葉上水道事業 日本ヘルス工業(株) 甲斐市双葉上水道施設 H21.4.1 H26.3.31
32 長野県知事 上水 長野県望月少年自然の家 信州リゾートサービス㈱ 長野県望月少年自然の家 H22.4.1 H25.3.31
33 岐阜県知事 簡水 高山市荒城簡易水道事業 （株）高山管設備グループ 大沼配水池他4施設 H21.4.1 H26.3.31
34 岐阜県知事 簡水 高山市川上簡易水道事業 （株）高山管設備グループ 牧ヶ洞取水提他16施設 H21.4.1 H26.3.31
35 岐阜県知事 簡水 高山市上小鳥簡易水道事業 （株）高山管設備グループ 取水提他4施設 H21.4.1 H26.3.31
36 岐阜県知事 簡水 高山市彦谷簡易水道事業 （株）高山管設備グループ 猪臥山配水池他6施設 H21.4.1 H26.3.31
37 岐阜県知事 簡水 高山市坂下簡易水道事業 （株）高山管設備グループ 取水提他2施設 H21.4.1 H26.3.31
38 岐阜県知事 簡水 高山市荘川簡易水道事業 （株）高山管設備グループ 第一取水桝他23施設 H21.4.1 H26.3.31
39 岐阜県知事 簡水 高山市野々俣簡易水道事業 （株）高山管設備グループ 第一取水桝他6施設 H21.4.1 H26.3.31
40 岐阜県知事 簡水 高山市宮簡易水道事業 （株）高山管設備グループ 蔵柱浄水場他12施設 H21.4.1 H26.3.31
41 岐阜県知事 簡水 高山市久々野簡易水道事業 （株）高山管設備グループ 久々野水源地他8施設 H21.4.1 H26.3.31
42 岐阜県知事 簡水 高山市大西簡易水道事業 （株）高山管設備グループ 大西配水池他6施設 H21.4.1 H26.3.31
43 岐阜県知事 簡水 高山市中組簡易水道事業 （株）高山管設備グループ 中組水源他7施設 H21.4.1 H26.3.31
44 岐阜県知事 簡水 高山市小坊簡易水道事業 （株）高山管設備グループ №2取水井他4施設 H21.4.1 H26.3.31
45 岐阜県知事 簡水 高山市渚簡易水道事業 （株）高山管設備グループ 取水井他4施設 H21.4.1 H26.3.31
46 岐阜県知事 簡水 高山市甲小谷簡易水道事業 （株）高山管設備グループ 取水桝他9施設 H21.4.1 H26.3.31
47 岐阜県知事 簡水 高山市秋神簡易水道事業 （株）高山管設備グループ 取水堰他8施設 H21.4.1 H26.3.31
48 岐阜県知事 簡水 高山市大廣簡易水道事業 （株）高山管設備グループ 取水井他3施設 H21.4.1 H26.3.31
49 岐阜県知事 簡水 高山市朝日簡易水道事業 （株）高山管設備グループ 第一取水井他20施設 H21.4.1 H26.3.31
50 岐阜県知事 簡水 高山市日面簡易水道事業 （株）高山管設備グループ 取水桝他13施設 H21.4.1 H26.3.31
51 岐阜県知事 簡水 高山市黒川簡易水道事業 （株）高山管設備グループ 取水井他3施設 H21.4.1 H26.3.31
52 岐阜県知事 簡水 高山市上ケ洞簡易水道事業 （株）高山管設備グループ 第一受水槽他12施設 H21.4.1 H26.3.31
53 岐阜県知事 簡水 高山市阿多野郷簡易水道事業 （株）高山管設備グループ 取水桝他4施設 H21.4.1 H26.3.31
54 岐阜県知事 簡水 高山市日和田簡易水道事業 （株）高山管設備グループ 取水桝他8施設 H21.4.1 H26.3.31
55 岐阜県知事 簡水 高山市本郷簡易水道事業 （株）高山管設備グループ 水無谷水源他10施設 H21.4.1 H26.3.31
56 岐阜県知事 簡水 高山市蔵柱簡易水道事業 （株）高山管設備グループ 取水堰堤他7施設 H21.4.1 H26.3.31
57 岐阜県知事 簡水 高山市奥飛騨温泉郷簡易水道事業 （株）高山管設備グループ 取水槽他39施設 H21.4.1 H26.3.31
58 静岡県知事 簡水 星和立花台分譲地 立花管理㈱ 簡易水道施設 S62.8.1 自動更新
59 静岡県知事 簡水 殖産住宅浮山 殖産浮山温泉㈱ 簡易水道施設 H22.4.22 自動更新
60 静岡県知事 簡水 富士急日本ランド別荘地 ㈱富士急リゾートアメニティ 簡易水道施設 S54.4.1 自動更新
61 広島県知事 上水 大竹市水道事業 ㈱ジェイ・チーム 防鹿浄水場系統の各施設及び三石配水池 H22.4.1 H27.3.31
62 広島県知事 上水 三次市水道事業 ㈱ジャパンウォーター 寺戸浄水場及び向江田浄水場関連施設 H21.4.1 H26.3.31
63 広島県知事 簡水 三次市君田藤兼簡易水道 ㈱ジャパンウォーター 浄水場,ポンプ所及び配水池 H21.4.1 H26.3.31
64 広島県知事 簡水 三次市君田君田簡易水道 ㈱ジャパンウォーター 浄水場,ポンプ所及び配水池 H21.4.1 H26.3.31
65 広島県知事 簡水 三次市布野町簡易水道 ㈱ジャパンウォーター 浄水場,ポンプ所及び配水池 H21.4.1 H26.3.31
66 広島県知事 簡水 三次市作木町大津簡易水道 ㈱ジャパンウォーター 浄水場,ポンプ所及び配水池 H21.4.1 H26.3.31
67 広島県知事 簡水 三次市吉舎町吉舎地区簡易水道 ㈱ジャパンウォーター 浄水場,ポンプ所及び配水池 H21.4.1 H26.3.31
68 広島県知事 簡水 三次市吉舎町敷地地区簡易水道 ㈱ジャパンウォーター 浄水場,ポンプ所及び配水池 H21.4.1 H26.3.31
69 広島県知事 簡水 三次市三良坂町簡易水道 ㈱ジャパンウォーター 浄水場,ポンプ所及び配水池 H21.4.1 H26.3.31
70 広島県知事 簡水 三次市甲奴町簡易水道 ㈱ジャパンウォーター 浄水場,ポンプ所及び配水池 H21.4.1 H26.3.31
71 広島県知事 簡水 三次市三和町簡易水道 ㈱ジャパンウォーター 浄水場,ポンプ所及び配水池 H21.4.1 H26.3.31
72 広島県知事 簡水 北広島町芸北地区簡易水道 ㈱ジェイ・チーム 取水，導水，浄水，送水施設 H24.4.1 H28.3.31
73 山口県知事 上水 田布施・平生水道企業団 住重環境エンジニアリング㈱ 浄水場、取水施設、各ポンプ所及び配水池 H24.4.1 H27.3.31
74 香川県知事 簡水 五色台簡易水道事業 香川県知事（水道用水供給事業） 施設全体 H14.4.1 1年毎に自動更新

75 愛媛県知事 上水 松前町上水道事業 株式会社 ウォーターエージェン 恵久美浄水場他 H24.4.1 H27.3.31
76 高知県知事 簡水 仁淀川町大崎簡易水道 （株）日東水道 水道施設全般 H24.4.1 H25.3.31
77 高知県知事 簡水 仁淀川町田村簡易水道 （株）日東水道 水道施設全般 H24.4.1 H25.3.31
78 高知県知事 簡水 仁淀川町寺村簡易水道 （株）日東水道 水道施設全般 H24.4.1 H25.3.31
79 高知県知事 簡水 仁淀川町名野川簡易水道 （株）日東水道 水道施設全般 H24.4.1 H25.3.31
80 高知県知事 簡水 仁淀川町中央簡易水道 （株）日東水道 水道施設全般 H24.4.1 H25.3.31
81 高知県知事 簡水 仁淀川町長者簡易水道 （株）日東水道 水道施設全般 H24.4.1 H25.3.31
82 高知県知事 簡水 仁淀川町坂本簡易水道 （株）日東水道 水道施設全般 H24.4.1 H25.3.31
83 高知県知事 簡水 仁淀川町土居簡易水道 （株）日東水道 水道施設全般 H24.4.1 H25.3.31

84 高知県知事 簡水 土佐町森・田井簡易水道
住重環境・嶺北衛生・嶺北浄管・
本山衛生JV

水道施設全般 H22.4.1 H25.3.31

85 高知県知事 簡水 土佐町溜井・伊勢川簡易水道
住重環境・嶺北衛生・嶺北浄管・
本山衛生JV

水道施設全般 H22.4.1 H25.3.31

86 高知県知事 簡水 土佐町井ノ上・日浦簡易水道
住重環境・嶺北衛生・嶺北浄管・
本山衛生JV

水道施設全般 H22.4.1 H25.3.31

契約期間水道事業者等の名称
監督権者 受託者 受託施設
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第三者委託実施状況（都道府県知事認可水道事業） H24.4.1現在

種別 事業体名 開始 終了
契約期間水道事業者等の名称

監督権者 受託者 受託施設

87 高知県知事 簡水 土佐町地蔵寺簡易水道
住重環境・嶺北衛生・嶺北浄管・
本山衛生JV

水道施設全般 H22.4.1 H25.3.31

88 高知県知事 簡水 土佐町平石簡易水道
住重環境・嶺北衛生・嶺北浄管・
本山衛生JV

水道施設全般 H22.4.1 H25.3.31

89 高知県知事 簡水 土佐町東石原簡易水道
住重環境・嶺北衛生・嶺北浄管・
本山衛生JV

水道施設全般 H22.4.1 H25.3.31

90 高知県知事 簡水 土佐町西石原簡易水道
住重環境・嶺北衛生・嶺北浄管・
本山衛生JV

水道施設全般 H22.4.1 H25.3.31

91 高知県知事 簡水 土佐町峰石原簡易水道
住重環境・嶺北衛生・嶺北浄管・
本山衛生JV

水道施設全般 H22.4.1 H25.3.31

92 高知県知事 簡水 土佐町黒丸簡易水道
住重環境・嶺北衛生・嶺北浄管・
本山衛生JV

水道施設全般 H22.4.1 H25.3.31

93 佐賀県知事 簡易 岩屋簡易水道 佐賀東部水道事業団 水道施設全般 H21.4.1 H22.3.31
（以降毎年契約更新）

94 長崎県知事 上水 川棚町水道事業 リバーラック㈱ 山道浄水場 H24.4.1 H25.3.31
95 長崎県知事 上水 波佐見町上水道事業 ㈱日本管材環境サービス九州支 上水道施設 H24.4.1 H25.3.31
96 長崎県知事 簡水 新上五島町簡易水道事業 協和機電工業㈱上五島営業所 若松・上五島・新魚目・有川地区 H24.4.1 H25.3.31
97 長崎県知事 簡水 新上五島町簡易水道事業 ㈲白岩建設 奈良尾地区 H24.4.1 H25.3.31

98 熊本県知事 用供
上天草・宇城水道企業団水道用水供
給事業

(株)日本管財環境サービス 八代浄水場 H24.4.1 H26.3.31

99 熊本県知事 上水 宇城市三角上水道事業 九州テクニカルメンテナンス㈱ 三角浄水場 H24.4.1 H25.3.31

100 熊本県知事 上水 芦北町水道事業
㈱ウォーターエージェンシー九州
南営業所

花岡浄水場等 H24.4.1 H27.3.31

101 熊本県知事 簡水 田浦地区簡易水道事業
㈱ウォーターエージェンシー九州
南営業所

宮田水源池等 H24.4.1 H27.3.31

102 熊本県知事 簡水 海浦地区簡易水道事業
㈱ウォーターエージェンシー九州
南営業所

海浦水源池等 H24.4.1 H27.3.31

103 熊本県知事 簡水 女島地区簡易水道事業
㈱ウォーターエージェンシー九州
南営業所

女島水源池等 H24.4.1 H27.3.31

104 熊本県知事 簡水 坂瀬川・西川内簡易水道事業 綜合環境保全（有） 坂瀬川・西川内浄水場 H24.4.1 H25.3.31
105 熊本県知事 簡水 鶴簡易水道事業 綜合環境保全（有） 鶴浄水場 H24.4.1 H25.3.31
106 熊本県知事 簡水 志岐・上津深江簡易水道事業 綜合環境保全（有） 志岐・上津深江浄水場 H24.4.1 H25.3.31
107 熊本県知事 簡水 都呂々・富岡簡易水道事業 綜合環境保全（有） 都呂々・笹尾浄水場 H24.4.1 H25.3.31
108 宮崎県知事 簡水 日向市庭田地区簡易水道 エステー開発株式会社 全施設 H23.4.1 H25.3.31
109 宮崎県知事 簡水 日向市寺迫地区簡易水道 エステー開発株式会社 全施設 H23.4.1 H25.3.31
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③ 水道事業における PFI 導入状況

事業体名称 東京都水道局 東京都水道局 神奈川県企業庁

対象浄水場 金町浄水場 朝霞・三園浄水場 寒川浄水場

電力及び蒸気供給 電力及び蒸気供給 脱水ケーキの再生利用

次亜塩素酸ナトリウム供給

発生土の有効利用

事業類型 サービス購入型 サービス購入型 サービス購入型

事業方式 PFI（BOO）方式 PFI（BOO）方式 PFI（BTO）方式

契約締結日 H11.10.18 H13.10.18 H15.12.19

運用期間 20年間 20年間 20年間

運用開始 H12～ H16～ H18～

入札予定価格
（又は契約額） （約253億円） （約539.4億円）

約172.2億円
（149.7億円）

事業体名称 埼玉県企業局 千葉県水道局 愛知県企業庁

対象浄水場 大久保浄水場 ちば野菊の里浄水場 知多浄水場始め4浄水場

発生土の有効利用 発生土の有効利用 脱水ケーキの再生利用

電源供給

事業類型 サービス購入型 サービス購入型 サービス購入型

事業方式 PFI（BTO）方式 PFI（BTO）方式 PFI（BTO）方式

契約締結日 H16.12.24 H17.3.25 H18.2.22

運用期間 20年間 20年間 20年間

運用開始 H20～ H19～ H18～

入札予定価格
（又は契約額）

約363億円
（約242億円）

約133億円
（ 89.4億円）

約97億円
（53.4億円）

事業体名称 横浜市水道局 千葉県水道局 愛知県企業庁

対象浄水場 川井浄水場再整備 北総浄水場 豊田浄水場始め６浄水場

膜ろ過施設の設計・施工・運転 排水処理施設の更新・維持・運転 脱水処理施設等、天日乾燥床

発生汚泥の有効利用 発生土の再利用 の運営・維持管理（5浄水場）

ｹｰｷﾔｰﾄﾞの設計・建設（1浄水場）

事業類型 サービス購入型 サービス購入型 サービス購入型

事業方式 PFI（BTO）方式 PFI（BTO）方式 PFI（BTO）方式

契約締結日 H21.2.27 H22.3.19 H23.3.8

運用期間 20年間 20年間 20年間

運用開始 H26～ H23～ H23.4

入札予定価格
（又は契約額）

265.3億円
（265.3億円）

約76億円
（約76億円）

約139億円
(約138億円）

事業体名称 夕張市 岡崎市水道局 愛知県企業庁（予定）

対象浄水場 旭町浄水場、清水沢浄水場 男川浄水場 犬山浄水場、尾張西部浄水場

新浄水場の設計・施工・運転等 新浄水場の建設・保守点検 排水処理施設の整備・運営

場外系設備の更新等 排水処理施設の運転管理

水道メータ検針業務等 場外施設の保守点検等

事業類型 サービス購入型 サービス購入型 サービス購入型

事業方式 PFI（BTO）方式 PFI（BTM）方式

契約締結日 H24.3.19 H25.1.31

運用期間 20年間 15年間 20年間

運用開始 H24～ H30～ H28～

入札予定価格
（又は契約額）

約48.6億円
（約47.9億円）

202.4億円
（約109.8億円）

事業内容

事業内容

事業内容

事業内容

（各水道事業者のホームページ、実施方針、特定事業の選定、事業者選定結果等より抜粋）

- 7 -



３． そ の 他

(1) 新水道ビジョンの策定について

(2) 水道の発展的広域化について

(3) 官民連携に関する厚生労働省の取り組み

①「水道事業におけるＰＦＩ導入検討の手引き」(平成 19 年 11

月)の策定
・ 手引きにおいては、ＰＦＩ導入可能性の検討に当たって、水道事業者

が簡易判定すべき事項等について記述。

②手引きの改定と水道事業者への周知
・ 平成 23 年のＰＦＩ法改正の内容と、平成 25 年に内閣府が策定したガ

イドラインを反映し、コンセッション方式に関する記述を追加するとと

に、水道事業者への周知を予定。

③「水道分野における官民連携推進協議会」の開催

（参考資料１）
・ 経済産業省と連携し、水道事業者と民間事業者のマッチング促進・情

報交換等を目的とし、平成 22 年度より全国各地で開催。

④官民連携の事例概要

（参考資料２）
・ 株式会社水みらい広島（第三者委託・指定管理者制度）

・ 箱根地区水道事業包括委託（第三者委託）
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■水道の事業環境の変化

関係者が共有すべき理念
・これまでの１３０年間に先達が築き上げ
てきた地域の需要者との信頼に基礎を置
き、地に足のついた対応を図る。

【基本理念】地域とともに、信頼を未来につなぐ日本の水道

枚挙にいとまがない課題
・給水人口・給水量、料金収入の減少
・東日本大震災を踏まえた危機管理対策
・水道施設の更新需要の増大
・水道水源の水質リスクの増大
・職員数の減少によるサービスレベル
の影響

水道ビジョン （平成１６年６月策定・平成２０年改訂）

【基本理念】 世界のトップランナーとしてチャレンジし続ける水道

新水道ビジョン
平成25年3月策定

■関係者が基本理念を共有し、
一丸となった対応が必要

世界のトップランナーのバトンを未来へつなぎ、水道を次の世代に継承

（１）新水道ビジョンの策定について

1

１ 関係者の内部方策

(1) 水道施設のレベルアップ

(2) 資産管理の活用

(3) 人材育成・組織力強化

(4) 危機管理対策

(5) 環境対策

２ 関係者間の連携方策

(1) 住民との連携（コミュニケー
ション）の促進

(2) 発展的広域化

(3) 官民連携の推進

(4) 技術開発、調査・研究の拡充

(5) 国際展開

(6) 水源環境の保全

３ 新たな発想で取り
組むべき方策

(1) 料金制度の最適化

(2) 小規模水道（簡易水道事
業・飲料水供給施設）対策

(3) 小規模自家用水道等対策

(4) 多様な手法による水供給

重点的な実現方策

水道の理想像の具現化

持続
強靱 安全

実現方策は、取り組む主体に着目し、その内部的な調整を経て実施できる方策、対
外的な連携によって実施できる方策、新たな発想で取組むべき方策として整理。

新水道ビジョンにおける理想像と実現方策

新水道ビジョンが目指す方向性
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（３） 発展的な広域化による
連携推進
（具体的な連携方策の
調整を進める）

近隣水道事業者との

広域化の検討を開始

（検討の場をもつ）

（１）

広域化の取り組み推進

（枠組みや連携範囲を

検討する）

（２）

• 設定した圏域における最適
な連携形態の検討

水道事業者間の
連携形態支援

水

道

事

業

者

水
道
用
水
供
給
事
業
者

※ ・水道施設の管理基準の統一
・設計・積算基準の統一
・応急復旧資機材の共同調達
・水質検査基準の統一
・勘定科目の統一
・職員の技術レベルの向上
・工事業者の教育及び統制

• 中核的な水道事業に
よる周辺水道事業の
統合

• 事業者間連携による戦
略的アプローチの推進

• 事業者間連携による水
道施設の再構築

• 他の行政部門との連
携による多様な業務の
共同化

• 事業者間での情報共
有化や事業運営方式
の共通化 と 共 同化
（※）

（２） 水道の発展的広域化（イメージ）

• 都道府県による圏域の設定
• 都道府県による広域化検討
のための協議会の設立

枠組みの調整都
道
府
県

（水
道
行
政
）

多

様

な

形

態

で
の
広

域

連

携

発展的広域化への取り組み（地域懇談会）

開催日程 開催概要 先進事例

《 第1回 》
平成25年11月25日
（月）

対象地域 北海道・東北地域を対象に開催
開催場所 岩手県盛岡市
参加人数 ７道府県から計64名

ゲストスピーカー３名
北海道（官民連携を視野に入れた広域的連携）
八戸圏域水道企業団（県域を越えた発展的広域化推進）
岩手県矢巾町 （住民との連携）

《 第2回 》
平成26年2月21日
（金） ・予定

対象地域 九州・沖縄地域を対象に開催
開催場所 福岡県福岡市
参加人数 ８県から100名程度を想定

ゲストスピーカー４名
北九州市（中核的な水道事業の広域化）
大牟田市（共同浄水場と官民連携）
宮崎市（多様な手法による水供給の取り組み）
沖縄県（県が主導する広域化検討）

《 第3回～》
平成26年度以降

対象地域 （イメージ）

関東地域、中部北陸地域、関西地域、中四国
地域においてそれぞれ開催したい。

各地において、新水道ビジョン推進のため参考となる先
進的事例等を実際に取り組むキーマンの方にゲストス
ピーカーを依頼する。

１ 開催概要
新水道ビジョン推進に関する地域懇談会（（以下「懇談会」という。）は、全国各地の水道事業者等による各種推進方策
について、その取り組みの内容を都道府県及び水道事業の担当者らが情報共有するとともに、全国的に広くそれを発信
して、地域内の連携を図り、新水道ビジョンに示した施策を積極的に推進することを目的とし、厚生労働省の主催で開催
するもの。
これまでの開催概要と今後の予定は、下表のとおり。
２ 開催趣旨

各地域における先進的な取り組みを実施している水道事業におけるキーマンを
ゲストスピーカーとして招聘し、話題提供をいただくとともに、比較的少人数でのフ
リーディスカッションを展開して、課題解決へのヒントを探る。

３ 開催イメージ

３～４ヶ月間隔を目処に全国各地区において順次開催する予定。
平成25年度に2箇所実施。平成26年度には4箇所にて開催を計画しており、全国
各地にて開催したい。

ゲストスピーカーのテーマごとに３コーナー
に分かれてディスカッション（盛岡市にて）
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（参考資料１）

「水道分野における官民連携推進協議会」開催状況

○ 厚生労働省及び経済産業省からの情報提供、先進事業体の事例

紹介、民間事業者による官民連携提案、官民グループディスカッ

ション、フリーマッチング等を実施。

○ 平成25年12月までに14回開催。今後は、平成26年2月に高松市に

おいて開催予定。

年度 開催場所 参加人数

平成22年度

仙台市 １２０名

さいたま市 ２１３名

名古屋市 １４０名

平成23年度

広島市 １１５名

福岡市 １２１名

さいたま市 １６０名

平成24年度

札幌市 １０８名

郡山市 ８８名

仙台市 １２９名

盛岡市 １２１名

大阪市 １４１名

平成25年度

札幌市 １２９名

東京都 １１３名

大津市 １２２名

高松市（予定） －

官民フリーマッチング(H25東京会場) 官民グループディスカッション(H25大津会場)

- 11 -



（参考資料２）

官民連携の事例概要について

１．株式会社水みらい広島

○創立：平成24年9月21日

○資本金：6,000万円（水ing㈱：65%、広島県：35%）

○設立の経緯：広島県企業局の抱える課題（人口減少に伴う給水収益減少、施

設老朽化に伴う更新費用増大、職員の大量退職に伴う技術継承）

解決のため、民間ノウハウを活用して効率的に運営できる新た

な仕組を構築することとし、その主体として県と民間による共

同出資会社を設立した。

○受託事業：広島西部地域水道用水供給事業（第三者委託・指定管理者制度）

・対象施設：取水・導水・浄水・送水施設

・契約期間：平成25年4月1日から5年間

○今後の事業展開

・平成27年4月に計画されている、沼田川水道用水供給事業、沼田川工業用

水道事業の指定管理業務の受注を目指している。

・また、順次県内市町や県外への展開を目指している。

・国内での実績を踏まえ、将来的には海外展開を視野に入れている。

性能発注方式による水道施設の一体的な管理運営

（運転監視、水質管理、保守点検、ユーティリティ調達、

修繕、施設管理、事故・緊急時対応 等）

量水器故障時等の実使用水量の認定

緊急時・施工時等の給水停止
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２．箱根地区水道事業包括委託（第三者委託）

○概要：神奈川県企業庁が、箱根地区における県営水道事業を民間企業に包

括的に委託するもので、委託された民間企業が水道事業全般を実施

することによって水道運営のノウハウを習得し、事業展開できるよ

うに支援するもの。

○契約期間：平成25年12月9日から平成31年3月31日まで

○受託者：箱根水道パートナーズ株式会社（SPC）

代表事業者：ＪＦＥエンジニアリング株式会社

構成事業者：株式会社デック

神奈川県管工事業協同組合

株式会社ジェネッツ

株式会社西原環境

【従来の委託のイメージ】

【包括委託後のイメージ】

県職員が担当する業務

県職員が担当する業務

外部へ発注する業務

外部へ発注する業務

工事・業務ごとに個別発注

一つにまとめて委託

（包括委託）
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